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（提案理由） 

 少人数学級の計画的な実施及び指導等の充実を図ることで学校教育の

水準を維持し、もって教育課題の解決に資するため、本案を提出する。 

 



  足立区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

                          

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

４条第５項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条及び第６条の規定に

基づき、学校教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、学校教育職員とは、教育公務員特例法（昭

和２４年法律第１号）第２条第１項に定める教育公務員（足立区立小

学校及び中学校の教員に限る。）のうち市町村立学校職員給与負担法

（昭和２３年法律第１３５号）第１条第１号に規定する職員以外の者

をいう。 

 （教職調整額の支給等） 

第３条 学校教育職員（学校教育職員の給与に関する条例（平成３１年

足立区条例第 号。以下「給与条例」という。）第６条第１項に規定

する給料表により定められた職務の級が５級である者を除く。以下こ

の条及び次条において同じ。）には、その者の給料月額の１００分の

４に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ 学校教育職員のうち特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）

の承認を得て足立区教育委員会規則（以下「規則」という。）で定め

る者には、前項の規定にかかわらず、その者の給料月額の１００分の

４に相当する額の範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定め

る額の教職調整額を支給する。 

３ 教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

規則で定める。 

４ 学校教育職員については、給与条例第２０条及び第２１条の規定は、



適用しない。 

 （教職調整額を給料とみなして適用する条例等） 

第４条 前条第１項及び第２項の教職調整額の支給を受ける者に係る次 

に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用について 

は、前条第１項及び第２項の教職調整額は、給料とみなす。 

 （１） 給与条例（第１５条、第２４条、第２７条及び第３０条の規

定に限る。） 

 （２） 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例（昭和６３年足立区条例第４０号） 

 （学校教育職員の超過勤務および休日勤務） 

第５条 学校教育職員（給与条例第１２条の規定に基づき管理職手当の

支給を受ける者を除く。次項において同じ。）については、原則とし

て超過勤務（学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成３１年足立区条例第 号。以下「勤務時間条例」という。）第８条

に規定する勤務をいう。次項において同じ。）及び休日勤務（勤務時

間条例第１２条及び第１３条の規定による休日並びに勤務時間条例第

１４条第１項の規定により指定された代休日における勤務をいう。次

項において同じ。）を命じないものとする。 

２ 学校教育職員に対し超過勤務及び休日勤務を命ずる場合は、次に掲

げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要が

あるときに限るものとする。 

 （１） 学校行事に関する業務 

 （２） 職員会議に関する業務 

 （３） 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３２年４月１日から施行する。 

 （足立区職員の退職手当に関する条例の一部改正） 



２ 足立区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年足立区条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条の２第２項中「足立区幼稚園教育職員の給与等に関する特

別措置に関する条例（平成１２年足立区条例第６１号）第３条」の次

に「又は足立区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

（平成３１年足立区条例第 号）第３条」を加える。 

 

 


